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様式第3号 

会  議  録 

会 議 名 

（付属機関等名） 

 

平成２４年度第１回 川西市補助金等審議会 

事 務 局 （担当課） 
総合政策部 政策推進室 行財政改革課  

（内線：２１１２） 

開 催 日 時 
 

平成２４年７月１０日（火） １９：００～２０：３０ 

開 催 場 所 
 

川西市役所４階 庁議室 

 

出 

 

席 

 

者 

 

委 員 

岡本 清       佐々木 保幸     中川 幾郎 

和田 聡子      加門 文男      簗瀬 繁子 

そ の 他  

 

事 務 局 

総合政策部長、政策推進室長、行財政改革課長、行財政改革課長

補佐、行財政改革課主任 

 

傍聴の可否 
 

可 
傍聴者数 

 

０人 

傍聴不可・一部不可の

場合は、その理由 

 

 

 

会 議 次 第 

１． 開会 

２． 委嘱状交付 

３． 市長あいさつ 

４． 委員自己紹介 

５． 議事 

（１） 会長選任 

（２） 諮問 

（３） 補助金改革の経緯及び現状等について 

（４） 今後の進め方について 

（５） その他 

６．閉会 

 

会 議 結 果 

１． 開会 

２． 委嘱状交付 

 市長より委員６名へ委嘱状を交付した。 

３． 市長あいさつ 

４． 委員自己紹介 
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５． 議事 

（１） 会長選任 

  会長に中川委員が選任され、会長代理として、和田委員が 

中川会長より指名された。 

（２） 諮問 

  市長より中川会長に「川西市における補助金等にかかる今後

のあり方」について諮問した。 

（３） 補助金改革の経緯及び現状等について 

 本市の補助金改革の経緯及び現状等について事務局より説 

明し、各委員より意見・質問を受けた。 

（４） 今後の進め方について 

  今後の進め方について事務局より説明した。 

（５） その他 

  日程調整を行い、次回開催日時を８月８日（水）１８時からとし 

た。 

６．閉会 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

事務局 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは。ご案内しておりました時間がまいりましたので、第1回川西市補

助金等審議会を開会させていただきます。 

本日はご多忙にもかかわらずご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

私は本日の司会をさせていただきます、総合政策部政策推進室長の石田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議は川西市参画と協働のまちづくり推進条例の第 10第 3項の規定に

よりまして公開というかたちにさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それではまず初めに皆様方へ川西市補助金等審議会委員の委嘱状を市長の方から交

付させていただきます。その場で市長ほうから受けていただきますようよろしくお願い

いたします。 

 

【委嘱状の文面読み上げ・手渡し】 

 

ありがとうございました。続きまして、大塩市長からご挨拶をさせていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

改めまして皆様こんばんは。市長の大塩でございます。皆様方には平素より、川西市

の市政につきましてそれぞれの形で色々とお世話になっておりまして、ありがとうござ

います。またこの度、皆様方には、当審議会委員のご就任をお願いさせていただきまし

たところ、快くお引き受けくださり、誠にありがとうございます。重ねてお礼申し上げ

ます。 

 今私ども川西市におきましては、来年度、平成25年度から始まります、第 5次の総

合計画の策定をしておるところでございます。この経過につきましては今後の 10年間

のことにつきまして、第5次というところでございますけれども、その中で参画と協働

のまちづくりというふうなことを重きに置きながら進めていこうというふうに思って

おるところでございます。従来と随分、10年前、更にその20年前と比べますと今後の

10年というのは随分と世の中が変わってこようという予測がされておりますし、今ま

でのような右肩上がりの人口増という中では大きく違いますので、そのような時代に合

った街づくりをしていきたいというふうな想いで総合計画を準備しているところでご

ざいます。そういうふうな計画をたてるにはですねやはり感じますのは社会情勢という

のも随分変わってきておることも事実でございまして、更には今申しました少子高齢化

ということもございます。それから、長年言われておりますけどもデフレというかその

ような状況を受けまして、地方自治体も財政が逼迫しておることも事実でございます。

しかし、そんな中でマイナスから入りますと、どうも話が進みません。やっぱりそうい

うふうなことも効果的な使い方といいますか循環をしていくんだと、そういうようなこ

とをしっかりと捉えていきたいと思っております。そのような意味での行財政改革とい
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事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

うものもやっぱり必要であろうというふうには思っております。 

その中におきまして、皆様方にもお願いをしております補助金のあり方ということに

つきましても大きな重要な課題というふうに捉えております。ただ、今申しましたよう

にマイナス思考で考えるだけでなくて、やっぱりこの補助金の効果ですね、そういうふ

うな形、必要でないところには補助金はいらないと思いますけれども、どのような形の

補助金が必要であるかという事は皆様方にもしっかりとご議論いただけましたら嬉し

いと思う所でございます。そういう意味では現行の補助金の検討・見直しということを

お願いするところでございますけれども、今、市は昨年度から地域のことは地域でと、

今まで以上にお願いしておるところでございますけども、おかげ様で川西はそういう意

味ではかなり土壌があるという。それをこれからの時代にはさらに進化をしていく時代

ではないかと。そういう人口が伸びない、そんな中では必要ではないかと思います。そ

れには私は一定の権限と一定の財源という話しをしておりまして、財源すなわち補助金

ではないかというふうに思うところでございますので、非常に難しい議論といいます

か、課題もかかえておるところでございますが、将来を見た時にはそういうシステムは

私は必要であろうというふうに思っておるところでございますので、そのようなことに

つきましての基本的な方向につきましてもぜひご審議をいただければ嬉しく思う所で

すございますので、大変皆様方にはご苦労をおかけすると思いますけれども、ご理解と、

そして、ご協力をよろしくお願い申し上げまして、私からのあいさつとさせていただき

ます。どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。 

 

それでは、本日お集まりの委員の皆様には初めてお目にかかるという方もいらっしゃ

るかと思いますので簡単にではございますけれど自己紹介をお願いしたいと思います。

順番としましては先ほど市長から委嘱状を交付をさせていただいた順番で、よろしくお

願いいたします。 

 

【委員自己紹介】 

 

皆様、ありがとうございました。続きまして、当審議会の事務局職員をご紹介させて

いただきます。 

 

【事務局紹介】 

 

それでは、本日、ただいまからの議事に移りたいと思いますが今の段階では、まだ、

議長となる会長が選任されておりませんので、恐れ入りますが進行は事務局でさせてい

ただきたいと思います。よろしくご了承のほどお願い申し上げます。 

 

それでは、事務局の方で議事を進めさせていただきます。 

 

それでは、まずはじめに、川西市補助金等審議会規則第５条の規定により、「会長は
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委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員の互選により定める」と規定しておりますので、選出のほうをお願いをしたいと考

えますが、何かご意見はございますでしょうか。 

 

さきほどの自己紹介のところでございましたように、帝塚山大学の中川先生が本審議

会、以前にもご経験されておりますので、我々なかなか分かりにくいところもございま

すので、ぜひ中川先生にお願いできればと思います。 

 

ただいま「中川委員」にというお声があがりましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

【拍手】 

 

ありがとうございます。それでは異議がございませんので、中川委員に当審議会の会

長にご就任をいただきたいと存じます。中川委員におかれましては、これから当審議会

の進行等どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますが、会長席のほうに席の移動

をお願いいたします。 

 

それでは、中川会長、恐れ入りますが、就任にあたりまして一言ご挨拶をよろしくお

願いいたします。 

 

 

改めまして、皆様こんばんは。今ご推挙いただきまして会長を務めさせていただきま

す。この第2次の審議会で会長をさせていただいて、またお手元で配られる資料のとお

り一応整理したのですけれども、まだ発展途上の川西の現状にもう少し再生が必要なの

ではないかなというふうにお問合せいただきまして、それならば、という事で参りまし

た。 

私自身も川西のすぐ近くの豊中市民で、川西は小さいころよく遊びに来た場所になり

ますので、なじみが深い、素敵な好きな場所です。そういう良い街になってほしいなと

いう願いを込めて、皆さんと一緒に審議会を進めてまいりたいと思いますのでどうかよ

ろしくお願いいたします。 

 

中川会長、ありがとうございました。 

それでは、次に、同じく川西市補助金等審議会規則第５条の規定のとおり、会長に不

測の事態が生じた時にその職務を代理していただくということで、会長代理の指名を会

長からご指名いただく事になっておりますので、中川会長、ご指名のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

それでは、以前に当審議会において、私と同期ではなかったかなと思うのですが、委

員をされたご経験がおありと聞いております「和田委員」さんに副会長をしていただけ

たら助かるのですが。どうぞよろしくお願いできませんでしょうか。 
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委員 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

市長 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

 

ありがとうございました。 

それでは、和田委員、会長代理というところで、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは続きまして、川西市補助金等審議会規則第２条の規定によりまして、市長か

ら諮問をさせていただきたいと思います。 

それでは、市長、中川会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 【諮問書朗読・手渡し】 

 

ありがとうございました。ここで、市長は、次の公務のため退席させていただきます。 

それでは、ここからは中川会長に進行をお願いいたします。中川会長、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

それでは皆様、どうかよろしくお願いいたします。ただいま、この会に

対しまして市長さんから諮問を受けました。委員の皆様の活発なご意見を集約

して、これからの川西市の着実な発展のために、今後の補助金のあり方についての答申

をまとめてまいりたいと存じます。 

なお、今日は初回ということでもございますので、委員の皆様も遅い目からスタート

していてお疲れのことかもしれませんのでおおむね２１時を目途として進めてまいり

たいと存じますので、どうかよろしく、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 

  

それでは早速でございますが、次第５の（３）「補助金改革の経緯及び現状等」につ

いて、事務局さんよりご説明をお願いいたします。 

 

【資料確認】 

 

【資料１ 川西市の補助金改革】 

【資料２ 川西市における補助金等にかかる今後のあり方について（答申） 平成１５

年１０月２９日 川西市補助金等審議会】 

【資料３ 川西市における補助金等にかかる今後のあり方について～第二次補助金改

革に向けて～ 平成２０年１０月 川西市補助金等審議会】 

【資料４ 補助金等の適正化について 平成２１年１０月３０日 企画財政部】 

【資料５ 川西市補助金当初予算比較】 

【資料６ 補助金Ｈ２４・２３当初予算比較】 

【資料７ 地域団体等への補助金（Ｄ区分）イメージ図】 
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に基づき説明。 

 

ありがとうございました。ただいま資料の順番に沿って詳しく説明いただきましたが

、何分、膨大な中身ですので、分かりにくい点もあるかと思います。ただいまの説明に

ついて分かりにくい点、ご質問等ございませんでしょうか。お一人ずつ聞きましょうか

。 

 

資料３の11ページ今後の補助金のくだりで、市民による評価については（仮称）市民

参加条例制定後の導入と書いてありますが、条例の動きはその後進んでいますか。 

 

市民参加条例という名称ではないのですが、平成22年10月にですね、市民参画と協働

のまちづくり推進条例というかたちで市民の市政への参画を保障する条例を施行して

いるところでございます。 

 

それに伴って今後の補助金の評価という事もなにか形は作られたんですか。 

 

その段階ではですね当然、協働と参画というところで協働の部分は入ってるんですけ

れども特に公募型補助金というような部分で制度が作られたということではございま

せん。その中に一部、例えば都市計画でこの地区計画をする際に少し地域団体とか自治

会という所から提案をいただいて、それについて補助を交付するというような少し小さ

いレベルの公募型はございますけど、ここの答申で出していただいているような大きな

形での例えば、ＮＰＯを中心にしたというような公募型補助金についてはまだ導入をし

ていないという事になっています。 

 

公募型補助金の導入の前提となる評価の方法とか、そういう文言的なものもまだ作ら

れていないんですか。 

 

実は、昨年度、地域のほうに回らせていただいて、地域別懇談会、これのそもそもの

前提条件としますのが市長の施政方針の中にありました地域分権制度、これは地域予算

という事で地域団体の方に、ただこれの最終の単位であります、それが自治会なのかコ

ミュニティなのかというようなところは、まだこれから議論ではありますけれども、そ

ういった地域予算と合わせて今ご説明しましたＮＰＯでありますとかボランティア団

体、それ以外の活動団体に対してセットで公募型補助金を制度として構築していこうと

。それを今年度、地域の方に入りますとともに、そこは地域団体のみならず、ＮＰＯと

かボランティア団体、それ以外の例えばひょっとしたらサークルでありますとか、そう

いった街づくりの主体に集まっていただいて、どういった制度がいいのか、使い勝手の

話、こういったところのご意見をいただきながら、制度の構築に向けて進めていきたい

というふうに考えております。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

いろんな市町村でこの方向で動いておられると思うのですけど、近隣の市町村でも公

募型補助金が活発に動いているというようなことは聞かれていますか何か。 

 

十分、先進事例はつかんでおります。会長のご出身でもある豊中市なんかにもですね

、まさにこういった動かしかたをやっておられます。先ほど申し上げましたが、別途審

議会を設けましてですね、基本条例の中でも基本計画を作るという事がうたわれており

ますので、その審議会の中で基本計画を策定中であるのですが、そこでもですねやはり

こういった新たないわゆる公募型の補助金についても今議論がまさに進められている

最中というところでございます。その中で骨子が決まってまいりましたら、当審議会で

いただきました考え方ですね、こういう部分についても提供をさせていただきたいなと

思っております。 

 

ただいまお話しに出ていました公募型補助金は豊中市、既に動いていますよね、箕面

市もやっていますね。それから西宮市も同類の、やられていますよね。あとはどうです

かね、この近くで。宝塚もですかね。そんなもんですか。知っているのは。ただ公募型

補助金の対象となるのは地域コミュニティではなくて、いわゆるＮＰＯ型のアソシエー

ション系の個人市民結集型の市民公益活動団体をターゲットにしている。川西市の場合

は、いわゆるまちづくり協議会と言っていいんですかね。川西の場合は。 

 

今のところはコミュニティ推進協議会です。 

 

じゃあ、コミ協としましょう。コミュニティ推進協議会さんの方に対しては、補助金

をむしろ使いやすくする統合型の交付金に切り替えるべきじゃないだろうかというと

ころで止まってたんです。それがまだ現在ここで議論していかねばならないことではな

いかなというふうには聞きました。 

ですから、コミュニティ系の資金をどういうふうにするかということと、アソシエー

ション系のＮＰＯ型のボランティア型の方にも助成金をどうするかという、大きく分け

て２つあるなあというふうに思います。 

 

ちょっと今資料見たのが初めてなので頭が整理つかないので待っていただいていい

ですか。 

 

中身はまたこれから議論させていただくという事にさせていただいて、ちょっと細か

い点ですけれども、資料６の単位はこれはもう全ての資料と同じで千円なんですか。 

 

はい。そうです。 

 

資料５で、未分類というのがありますけれど、これはちょっと初めて見るので分から

ないのですが、未分類というのはどういうものなんですか。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。ご説明させていただきます。実際にまずひとつとしまして、今回平成20年度の

答申をＡからＥまで分けていただいた補助金から、新規に出てきた補助金、これが大き

な要素となります。 

 

例えば21年度から22年度にかけてかなり増えていますけれども、例えばどういうもの

がこれだけ膨らんだのでしょうか。 

 

大きなものといいますと、老人福祉施設の支援事業という事業名があるのですが、そ

の中の地域介護福祉空間整備事業費補助金、例えばこういうのがございまして、これが

実際には3,500万ほどあがっています。この部分というのが、Ｄ１ではないですけれど

Ａからそれぞれのあてはまるであろうけれども、新規ゆえにまだ当てはめていないとい

う補助金になります。そしてその例えば後ですと、こども施策のほうの認定こども園の

運営助成金というのが820万ほど。こういうものが大きなものとしてあがってきており

ます。 

 

わかりました。 

 

私は地域分権という事で今、地域の方でも話の中に加えていただいている状態なんで

す。市の方とお話しさせてもらって、漠然とした私たちの地域の、これちょっと話しが

逸れるかもわからないのですが、そういうものも出てきてはいるんですが、本当のとこ

ろ私たちがこれをすると言って市が何を望んでいらっしゃるか、また私達が何ができる

かという事がまだまだつかめていない状態なんです。今回また一つ一つの事業、Ｄ区分

の中でいろんな会議のあれがありましたけど、それについて議論をしていくんだなとい

うことは、分かるのはわかるのですが、この内容については、まだまだ勉強させてもら

わないとわからない状態です。 

 

かなり大変な作業になっていくかと思うのですが、ただ心強いのは今回、お２人の委

員さんがまさにＤ区分、非常に関連のある団体で来られているということで、本当に地

域密着といいますかね、いまどういうことが地域で動いていて、市民の方もどのように

積極的に活動されてというところだと思うんですね。そういう部分で本当にお二方のご

意見ていうのは、地域に帰られてまた皆さんのご意見をぜひ吸ってきていただきたいな

と思いますが、私自身、専門からといったらおかしいんですけれども、最初から意見を

言うのもおかしいのですが、私のスタンスとしては、やはり本当に川西のいろんなコミ

ュニティがございまして、比較的川西は、先ほど市長もおっしゃっていましたけど、コ

ミュニティ非常に活発な地域が比較的多い街だと思います。それでも温度差はあるかと

思います。そういった中で、モデル地域といいますかね。コミュニティがやっぱりある

種こういうご時世なので、もらえるものはもらっておくという補助金の時代ではないの

で、やはりモデルとなりますところが率先してやはり、頑張っているところに補助金を
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事務局 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

出してですね、やっぱり競争意識というのは非常に必要だと思うんですね。そういう部

分では地域の方もやっぱり以前は10いただいていたのが5になれば、その辺やはり節約

するでしょうし、国と一緒でやはりたくさんもらえれば無駄遣いもしてしまうとかです

ね、結局は予算消化で最後はあまりそんなにやりたくないけど、何か打ち上げをすると

かですね、それよりももっと有効な使い方っていう部分とか、ぜひお２人の委員さんに

、本当に有効な使い方という部分で少し、モデル的なところの地域、コミュニティなん

かをドンドン具体的に出していただいたりとか、それで実際にこの辺の判断ができるの

かなと。やはりその辺厳しさといいますか、景気が良い時代を皆さんに出せてた時代か

ら今はもう違うと思いますので、やはりある種、頑張ったところにという部分に、福祉

的な要素はまた別の問題ですけれど基本的にやはり今は市民の意識という部分を少し

しっかりと、自立したといいますかね。そのへん念頭に置かなければいけないだろうと

いうふうに思いました。 

 資料5なんですけれども、結局我々Ｄ区分を中心にということなんですけれども、こ

のＤ区分でもですねＤ１とＤ２がありますよね。そのＤ１とＤ２の予算といいますか、

これは一緒になってますよね。一緒に。でこれはＤ１とＤ２の内訳っていうのは資料と

してはないんですよね。今日頂いた中では。 

 

申し訳ございません。ストレートに出ているものが、今は無いので。年度ごとのＤ１

・Ｄ２の総額という部分でしたらお時間頂けたら出せるかと思います。 

 

と言いますと、やっぱりこれは、地域団体か個人かという部分では、それを分けたも

のが必要かと思います。次の時にでも。 

 

わかりました。 

 

先ほど未分類の説明を私、聞き漏らしていたらごめんなさいですが、平成20年度以降

に出てきた補助金とおっしゃっていましたが、20年度から出てきているんですよね。 

平成20年度以降というと、前回の審議会答申を出した後でこの区分に当てはまらなく

なってしまったということですか。まだ区分整理していないということですか。 

 

区分整理をしていないという補助金になります。 

 

もう一回再区分したらできるということになりますか。 

 

はい。 

 

20年度にさかのぼってやらないといけないですけど。 

 

そうですね。 
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ただ、Ｄ区分はないとおっしゃっていましたよね。 

 

Ｄ区分ではないで、分類したらＤ区分に当てはまるものも、もちろん出てくるかと思

います。 

 

あ、そうなんですか 

 

ただ、そのＤ区分におきましても、団体補助であるのかＤ２である個人給付といいま

すか、個人補助であるとかというのはまた更に分類する必要はありますけれども。 

 

全部がＤ区分に入るわけじゃないけど、その中にも精査すればあるかもしれないと。 

 

はい。 

 

あ、そうですか。ちょっと私誤解していました。 

 

このＤ区分のですね、21年から22年にかけて見直しでずいぶん減らしてますよね。大

体どんなものが減らされたというのが、また後日でけっこうですけれどもわかれば教え

ていただければ。 

 

どういたしましょう、口答でよろしければ今ご説明させていただきますが、文章では

作っておらないのですが。 

 例えばですね、事業を精査しましたっていう補助金とそれと廃止しましたという補助

金とございます。実際に廃止しましたという補助金につきましては額の大きなものとい

うのはそれほど無いのですけれど、100万を超えるものとしましては、皮革産業協同組

合連合会の補助金、この分が150万、これを廃止しております。そして、事業自体を精

査した部分につきましては環境衛生推進協議会、環境衛生推進協議会の補助金につきま

しては40万円の減額、160万円から120万円にしております。これは何故かといいますと

、実際に繰越金をたくさんお持ちになっていたと。いうところがございまして、その繰

越金をまず消化してもらうように交渉してくださいということで担当課にお願いしま

して、理解を得ていただいたので40万の減額という形になっております。そして全体的

に見直しましたという部分が中身がややこしいのですが福祉医療実施協力補助金、これ

は医師会と歯科医師会に払っている部分でその福祉医療を推進するために歯科医師会

にお願いしますというかたちの補助金を出していたのですが、実際にはこれは医療行為

にあたりますので、補助しなくても医師会、歯科医師会が自らやるでしょうということ

で減額しておりますのが190万。それで額は小さいですが実際に補助団体が高齢化が進

みましてこれ以上活動できないと言われましたのが、原爆被害者の会、こちらの方が4

万5千円。これ額が小さいのですが、こういうようなものを精査した結果、この額にな
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ったという形でございます。 

 

皮革産業そのものは、なくなったということですか。 

 

そうですね。 

 

ではこれは自然に、見直したというかたまたまなくなったと。 

 

タイミング的にはちょうどよかったというかたちです。 

 

翌年これリバウンドしているわけですよね。 

 

これリバウンドといいますのが、実際には先ほどいいました、Ｄ２の個人の方になる

んですけれども、この部分で増えているというのが、高齢者のおでかけ促進、これの対

象者数の増です。これは個人給付になりますのでＤ２になります。それと私立の幼稚園

の就園奨励費。私立の幼稚園に行っている、いわゆる個人にわたる補助金というかたち

で、この部分が増えています。で、この部分が実際、就園奨励費の場合3,500万、増え

ています。おでかけ促進につきましては240万。前年に比べて増えています。これが22

～23に増えた主な理由になります。 

 

わかりました。誠実にご説明いただいて納得しているところですけど、やっぱりＤ区

分の中のＤ１とＤ２の整理した図がやっぱり皆さんほしいと思うので、次回までに用意

していただいたら議論も深まると思いますので。お願いできますか。 

 それと未分類のやつ、もう一度再整理できません。大丈夫ですか。そこまで言ったら

過酷ですか。これ今回の審議会にご提出いただくのは、ずいぶんご努力なさったかと思

うのですが、間に合わなかったのだと思いますけれど、ここまでの作業が。お忙しいし

。それをもって、何というのかな、重箱の隅をつついていじめようなんて気持ちは全然

ないので。見落としがないようにしたいだけです。 

 

今回の資料７の、さっきお話しのあったＰＴＡですが、美化推進部と教育振興部で点

線と実線が違うのですが、これは。 

 

あ、ごめんなさい。 

 

美化推進部においては、つまりＤ２で教育振興部においてはＤ１という。 

 

美化推進部の方なのですが、この補助金の名称といいますのが、再生資源ようは古新

聞であるとかその部分を回収して、それを例えばキロあたりいくらでその地域へ配ると

いうようなかたちの補助金になります。ですから総額というか定額ありきの補助金では
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なしに変動がありますので、その部分で各自治会へのその時々に応じた給付という形で

通常の任意の補助金というものとはちょっと分けた形になっておりますので、補助金の

種類が変わっております。 

 

それで破線になっているんですね。 

 

はい。 

 

そういう回収に協力する団体としては自治会・ＰＴＡ・老人クラブ・子ども会とこん

だけあるから、そのところが回収され、配分もされると、そういう事ですね。 

 

そうですはい。 

 

私ちょっと分からない、回収をするでしょ、それを市からまた、それを業者からじゃ

なくて、それを業者からももらえる、市からももらえる。 

 

市からでしょ。 

 

市からです。 

 

他、ございませんか。議論をしっかりと効率的に進めていくために、分からないこと

をとことん聞いていただいたほうが。よろしいですか。 

それではまたお気づきの時になんぼでも発言していただいてけっこうですので、次第の

（４）ですが今後の進め方につきまして事務局から説明いただきます。 

 

 

【資料８ 補助金等審議会今後の進め方について（案）】 

に基づき説明。 

 

 

ありがとうございます。それでは今後の進め方について何かご質問等ございませんか

。 

コミュニティ協議会の発達というか、成熟に合わせてどれくらい、統合型といいます

かね。踏み込んだらいいのかなぁという感じに今来ているでしょうね。もうひとつはＮ

ＰＯに対して助成金を出す、公募型補助金をスタートさせていいのかなぁという部分。

そうすると両方食い違っていたら何か不公平かなと一緒によーいドンがいいのではな

いのかとか。そういうことを含めて判断すべきところが議論の対象でしょうかね。たぶ

ん。 

 今までこれは無駄だだとか、これはちょっと無茶苦茶やないかというのは、もう第一
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次でだいぶ整理していただいていますよね。たぶんその議論は省けると思うんですけど

。    

そんな無茶苦茶な補助金残っていないはずですしね。ほとんど整理したのではないで

しょうか。 

はい。ありがとうございます。 

それでは先ほど言いましたように何かお気づきの点ありましたら、追加の質問でもよ

ろしゅうございます。何かなんなりとご質問ございましたら。よろしいでしょうか。 

 

すみません。資料6の2枚目なのですが… 

先ほど1枚目の大きな障害者のところは対象事業者の減少で行革ではないということ

でしたよね。2枚目の方で大きなマイナスの、上から５つ目の項目、170万の。これはど

ういった経緯ですかね。これも行革ではないんですか。 

 

この部分を行革としてやった部分ではないです。 

 

ではないですよね。 

 

認可がされていない、いわゆる無認可の保育所、うちの方では無認可があまりにもダ

イレクトな表現なので地域保育園というかたちですけども、一定の基準に達したところ

の無認可のところについて助成金を出しているという段取りでございます。 

 

件数は減ったんでしょうか。 

 

件数はおそらく減った。 

 

無認可での開設所が減ったという事でしょうか。 

 

少子化で減っているということですか。 

 

考えられるのはそもそも数が減ったのか、無認可から認可に移行するケースもありま

すので。 

 

ああ。なるほど。そっちが。 

 

そうですね。23から24年にかけては認可が2か所増えております。 

 

規制緩和で広さの規制を緩められたんですよね。それで認可が増えた。 

 

そうですね。 
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2か所でじゃあこれだけ変わってくる。 

 

そうですね大きな理由としてはそれなのですが。すみません、今把握しているのはそ

の理由になります。 

 

今めくっていただいた下から4番目の30万、50万、それぞれは。 

 

この部分は、事業費の精査というかたちでさせていただいた部分です。源氏祭りと緑

化協会の補助金です。 

 

ようするに事業を統一的に縮めたというふうにとったらいいですか。 

 

そうですね、たとえば源氏祭りでありましたら、報償費を見直したとか、そのような

部分での削減というかたちです。 

 

緑化という部分は具体的にこれは、各自治会とか、コミュニティとかですよね。 

     

この資料は基本的にＤ１グループのみなんですか。 

 

はい。これはＤ１です。 

すみません。これはもう一度確認させていただきます。 

 

事業精査というものが何か出てきた。 

 

そうですね。ただ、ちょっと今ごめんなさい。手元の部分で、具体的にこれというも

のがないので、申し訳ございません。 

 

減らせている部分は、やっぱりそのまま、それでいけるのであればいいんで。 

 

記憶では、緑化協会が行っている事業内容をずっとやってきたのですが、支出やって

いるお金が、会費を上回るような過大な支出を還元しているという様なところで事業そ

のものが、何故そういう運営をやっているのかというふうなところで見直した記憶があ

ります。 

 

還元していたもので最初から切り詰めていっている。 

 

そうです。それ以上に上乗せをして、会員に給付しているような実態があったので、

そこはもう切るべきでしょうと。 
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それはわかります。 

それと笑い話しかもしれませんけど、他の自治体のケースで、活動助成金の審査をし

たときに市に対して50万円の助成金を下さいっていうことだったと思いますけど、申請

があって、そこまで頑張って稼いだ成果の50万円を、一方で海外のどこかの公益団体に

寄付するという申請があったことがあります。そういうたぐいの世界ですよね。そっち

のほうがまだ公益性がありますけどね。 

はい。ではよろしいでしょうか。他にご質問なければ、その他の方に移ってもよろし

いでしょうか。 

事務局の方でその他についてご説明お願いします。 

 

【日程調整】 

  

回数も少ないことから、できるだけ全員で出席が望ましいとは思いますけどご多忙の

方々ばかりですので、もし１欠とか２欠とかなら定足数の範囲で成立させて、委員さん

には前もってブリーフィングしていただいて、意見をいただいてここで公表していただ

きながら我々も参考として進めていく方法が良いと思いますので、そういう事があって

もやむをえないなというふうにご了解いただけたらなと。可能な限り全員出席願いたい

と思います。 

 では、次回の審議会は8月8日ですね。18時からに決定します。 

開催場所等の詳細につきましては、事務局さんから後日お知らせするということです

ので、よろしくお願いします。 

それでは、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。 


